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世田谷区連合行事「川場移動教室」の中止についての要望  

 
世田谷区立奥沢小学校保護者 

 川場移動教室を考える会 
 

  日々、子どもたちの教育にご尽力いただきまして、誠にありがとうございます。 
 世田谷区小学校全６４校の５年生は、区の連合行事である移動教室に参加するため、

例年通り５月以降に、群馬県の川場村へ順次出発しています。 

しかし、昨年１２月に、放射性物質汚染対処特措法により、川場村全域が、汚染状況に

ついて重点的な調査測定が必要となる「汚染状況重点調査地域」として国の指定を受けま

した。これは、1時間あたりの平均放射線量が０．２３マイクロシーベルト（地表から１
m）以上の地域として公式に認められたことを意味します。 

周知の通り、放射線に対する成長期の子どもの感度は大人の数倍に達すると言われてい

ます。５年生児童の保護者は、本来ならばクラスメートとの貴重な思い出づくりの場とな

る移動教室に参加させたいと切実に願っていますが、安全性を議論しなければならない場

所へ、わざわざ子どもたちを行かせることについて、極めて強い疑問を感じざるを得ませ

ん。また、子どもたちの学びの場として、除染しなければならない場所を選択する理由が

全く理解できません。言うまでもなく、学校教育とは、児童の命・健康に最大限配慮した

場所で行われるべきものであり、将来の児童の健康が懸念されるような場所で行うべきも

のではありません。 

今年６月４日に、奥沢小学校の５年生児童６１名のうち４３名の児童の保護者は、上記

の旨を奥沢小学校へ申し入れました。（別添１参照） しかしながら、学校側からは、移動
教室は世田谷区の連合行事であり実施場所を含め見直すことはできない、との回答でした。 
そのことがもたらした児童・保護者・先生方への弊害についてもご報告いたします。（別

添２参照） 
 
未来を担う世田谷の子どもたちの健康のために、移動教室実施方法の見直しをお願い致

します。何卒、下記２点ご英断ください。 
 

記 
 

１．今年度の川場村における世田谷区移動教室の開催場所の変更、もしくは中止 
 
２．来年度以降における世田谷区移動教室の開催場所の変更 
 

以上 


